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◀歳入には、住民税や固定資産税、使用料や財産収
入など村独自の収入である「自主財源」と、地方交
付税や国庫支出金、県支出金など国や県から割り当
てられる収入である「依存財源」があります。本村
の財源の多くは「依存財源」で、「自主財源」は約
３０％です。
　将来に向けて基金を積み立てたり、充実したサー
ビスを提供するためには、「自主財源」の割合を高
めていく必要があります。

歳　　出

　村では、一般会計とは別に特定の事業を行う場合、そこから発生する特定の収入を歳出に充
てて独立して管理する特別会計があります。３つの特別会計（国民健康保険・介護保険・後期
高齢者医療保険）の予算総額は、９憶１，０００万円で前年度と比較して２，７００万円の増額
となりました。

歳　　入

人件費
546,202
15.3%

物件費
496,750
13.9%

扶助費
143,838

4.0%
補助費等
501,931
14.0%

普通建設事業費
1,529,686

42.8%

公債費
148,420

4.2%

繰出金
185,313

5.2%

その他
22,860
0.6%

性質別歳出
３５．７５億円

◀令和９年度中に供用開始予定である「新庁舎建設
事業」に伴う工事請負費に加え、「村道１- １号（槻
川西）線歩道整備事業」や「地域おこし協力隊設置
事業」に関する予算を計上しており予算総額は昨年
度と比較し増額となります。

　令和４年度より、簡易水道事業・合併処理浄化槽設置管理事業は地方公会計から地方公営企
業会計へ移行しました。２つの公営企業会計の予算総額は、２８，６０２万円で前年度と比較
して９，９２０万円の増額となりました。

　令和８年度は、「第６次東秩父村総合振興計画」に基づく事業を引き続き進めてまいります。
新庁舎建設事業に関しては、昨年度に続く本体工事や屋内ひろば舞台設備等工事、造作家具等
設置工事、案内サイン等設置工事が開始されます。
　また、村道１- １号（槻川西）線歩道整備事業をはじめとする道路や水道などの生活基盤の
整備を実施し、安全性および利便性の確保を最優先としたうえで、計画的な維持管理に努めて
まいります。
　その他、社会福祉施策では、高齢者等買い物支援事業を新たに開始し、高齢者福祉や子育て
支援に継続して取り組んでまいります。引き続き、事業の進捗管理や経費の縮減に努めながら、
安全性、機能性、利便性のバランスに配慮し、着実に整備を進めてまいります。

特別会計

公営企業会計

主要事業

単位：千円

単位：千円

村税
242,506

6.8%

地方譲与税
26,500
0.7%

各種交付金
74,402
2.1%

地方交付税
1,306,000

36.5%

国庫支出金
82,723
2.3%

県支出金
110,205

3.1%

村債
879,800
24.6%

繰入金
715,005
20.0%

その他
137,859

3.9%

歳入
３５．７５億円


